
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日の出町立学校版 

感染症予防ガイドライン 

（新型コロナウイルス感染症） 

【第３版 令和４年４月８日】 

日の出町教育委員会 
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～本ガイドラインについて～ 

 本ガイドラインは、国、東京都教育委員会からの学校再開ガイドライン等に基づき、日の

出町教育委員会として、学校運営上取るべき感染症リスクを低減するための指針を示すも

のです。 

 なお、本指針は、今後の状況等を踏まえながら、必要に応じて改訂・追加する場合があり

ますので留意ください。 
【引用・参考文献等】 

「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン【都立学校】ver7」（令和 4 年 2 月 9 日 東京都教育委員会） 

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル『学校の新しい生活様式』」（令和 4 年 4 月 1 日 文部科学省） 

 

～感染症対策に関する考え方～ 

 感染症対策においては、一人一人の感染予防に関する行動が、自分の命を、家族を、大切

な人を、社会を守ることにつながる。また、感染症拡大防止のため、医療や社会生活を維持

する業務の従事者等、最前線で尽力されている方々により、私たちの生活は成り立ってい

る。また、どんなに感染症対策を行っても、感染リスクをゼロにすることはできないという

事実を前提として、学校教育活動の再開に当たっては、教職員、児童生徒、その保護者、そ

の他学校関係者などの全員が、この認識を共有していくことが重要である。 

 そうした共通認識の下で、手洗いや咳エチケット、換気の徹底といった基本的な感染症対

策に加え、「３つの密」を徹底的に避けるために身体的距離を確保する（ソーシャルディス

タンス）など、学校内外で「新しい生活様式」を徹底して実践することが必要である。 

 

 ○手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策の徹底 

 ○学校医や学校薬剤師等と連携した校内保健管理体制の整備 

 ○日頃の連絡体制を確認しておくこと 

 ○集団感染のリスクが高い、以下の３つの条件が同時に重なることを徹底的 

に回避 

①換気の悪い密閉空間 

②多くの人が密集 

③近距離での会話や発声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３つの条件が重ならないように対応すること 

（出典：厚生労働省 HP「新型コロナウイルス感染症について」） 
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＜手洗いについて＞ 
「出典：学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル『学校の新しい生活様式』」（令和 4 年 4 月 1 日 文部科学省） 
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＜マスクについて＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「出典：新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン【都立学校】ver7」（令和 4 年 2 月 9 日 東京都教育委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出典：厚生労働省 HP」 
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＜清掃・消毒について＞ 
 消毒は、感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果はあるが、学校生活の中で

消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難である。このため、一時的な消毒の効

果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保ち、健康的な生活により児童生徒の免疫

力を高め、手洗いを徹底することの方が重要である。 

 

○普段の清掃・消毒のポイント 

・清掃用具の劣化や衛生状態及び適切な道具がそろっているかを確認するとともに、使用

する家庭用洗剤や消毒液については新型コロナウイルスに対する有効性と使用方法を確

認する。 

・床は、通常の清掃活動の範囲で対応し、特別な消毒作業の必要はない。 

・机、椅子についても、特別な消毒作業は必要ない。衛生環境を良好に保つ工夫として、

清掃活動（掃除の時間等）において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことも考え

られる。 

・大勢がよく手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日１回、水拭き

した後、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭く。（家庭用洗剤等を用いた拭き掃

除の代替も可能） 

・トイレや洗面所では、特別な消毒作業の必要はない。通常の清掃活動の範囲で清掃す

る。 

・器具・用具や清掃道具など共用する物については、使用の都度消毒を行うのではなく、

使用前後に手洗いを行うよう指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「出典：新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン【都立学校】ver7」（令和 4 年 2 月 9 日 東京都教育委員会） 
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「出典：学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル『学校の新しい生活様式』」（令和 4 年 4 月 1 日 文部科学省） 
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「出典：学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル『学校の新しい生活様式』」（令和 4 年 4 月 1 日 文部科学省） 
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「出典：学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル『学校の新しい生活様式』」（令和 4 年 4 月 1 日 文部科学省） 
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Ⅰ 学校運営編 

１  感染症予防の徹底 

（１）児童生徒 

ア 学校は、児童生徒に対し、手洗い（登校時や給食前、体育の授業後、外遊びの後、

トイレの使用後など）、咳エチケット（ティッシュ・ハンカチや袖で口・鼻を覆う、マ

スクの着用など）の励行等、本感染症を正しく理解し、感染のリスクを自ら判断し、

これを避ける行動をとることができるよう、「新型コロナウイルス感染症の予防」資料

等を活用して感染症対策に関する指導を行うこと。 

  また、児童生徒には、感染症対策用の持ち物として、次のものを持参させること。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 児童生徒（及び保護者）には、毎朝、自宅で検温するよう指示するとともに、発熱等

の風邪の症状がみられるときは、無理をせずに自宅で休養するよう指導（及び周知）

すること。（レベル３及びレベル２の地域では、同居の家族に感染症状がみられる場合

も同様とする。） 

その場合には、「感染症予防措置」として、出席停止扱いとすることができることと

し、児童生徒及び保護者に周知すること。（児童生徒における「健康観察表」を活用し

た健康管理は継続すること。最終記載日から２週間、学校または家庭保管すること。） 

ウ 健康観察表で確認できなかった、また健康観察表で体温が３７度以上の記載のあっ

た児童生徒については、別室等で検温し、風邪症状の確認をすること。 

エ 登校時等、風邪の症状がみられる場合は、当該児童生徒を安全に帰宅させ、症状が

なくなるまでは自宅で休養するよう指導する。保護者の来校まで学校にとどまること

が必要な場合は、他の者との接触を可能な限り避けられるよう、別室で待機させるな

どの配慮を行う。 

  なお、保健室については外傷や心身の不調など様々な要因で児童生徒が集まる場所

であるため、可能な限り発熱等の風邪症状のある児童生徒が他の児童生徒と接するこ

とのないようにする。 

オ 通学時には、公共交通機関内等での会話を控えるなど、飛沫感染の防止に努めるこ

と。 

 

（２）教職員等（外部人材含む。） 

ア 教職員等は、児童生徒と接することから、手洗い、咳エチケットの励行や健康管理

等の感染症対策を一層徹底すること。 

イ 校長は、教職員等に毎朝自宅で検温を行わせ、適切な健康管理に努めるとともに、健

康状態に不安がある教職員等には無理な出勤を避けるように積極的に促し、発熱等の

風邪の症状がみられるときは自宅で休養させるなど、適切な措置を確実に講じること。

【各自に必要な持ち物】 

・清潔なハンカチ・ティッシュ 

・マスク 

・マスクを置く際の清潔なビニールや布等 
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（レベル３及びレベル２の地域では、同居の家族に感染症状がみられる場合も同様と

する。）（教職員等における「健康チェック表」を活用した健康管理は継続すること。最

終記載日から２週間学校保管すること。） 

（３）校内環境 

ア 校内に石けんや消毒用アルコールを設置するなど、手指衛生を保てる環境を整備す

ること。 

イ 適切な環境保持のため、教室等のこまめな換気を心掛けるとともに、空調や衣服に

よる温度調節を含めて温度、湿度の管理に努めること。 

  換気は、教室のドアや窓を少なくとも３０分に１回以上、数分間程度開放し、換気

設備を設置している学校においては、適切に使用する。（エアコン使用時も同様） 

ウ 教室やトイレなど児童生徒が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れ

る箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日１回、消毒液（消毒用エタノール

や次亜塩素酸ナトリウム等）を使用して清掃を行うなどして環境衛生を良好に保つこ

と。【P.4＜清掃・消毒について＞を参照】 

 

２  教育活動上の留意点 

（１）感染症対策に留意した各教科等の指導 

ア 授業中、教員は飛沫防止のためマスク又は代用品（ハンカチ、手拭いなど）を着用す

る。ただし、気候の状況等により、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと

判断した場合はその限りではない。 

イ 近距離での児童生徒の会話や発声などが必要な場合は、咳エチケットの要領でマス

ク又は代用品を着用するなどについて指導する。 

  ただし、体育の授業におけるマスクの着用は必要ない。また、気候の状況等により、

熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを外させる

など、マスク着用による身体へのリスクを考慮すること。 

体育の授業におけるマスクの着用については、スポーツ庁政策課学校体育室の事務

連絡（「学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について」令和２年５月２１日

付）を参照すること。 

ウ 感染症対策を講じても感染の可能性が高い一部の実技指導などについては、地域の

感染レベルに応じて年間授業計画を見直し、指導の順序を変更する等の工夫を行う。 

 

【感染のリスクが高い学習活動例「★」は特にリスクの高いもの】 

  ★「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で一

斉に大きな声で話す活動」 

  〇理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

  ★音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ

等の演奏」 

〇図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現

や鑑賞の活動」 

★家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」 

★体育における身体接触を伴う活動については、（教育庁指導部指導企画課体育健康教

育担当の事務連絡「『資料１』新型コロナウイルス感染症拡大防止のための体育科・
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保健体育科の授業の工夫（例）」令和２年５月１日付）のうち、「△控えた方が望まし

い運動」を参照。なお、体育館等で実施する場合は十分な換気を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 授業中、児童生徒が体調不良を訴えた場合は、速やかに保健室（別室）等に移動させ

るとともに、保護者に連絡した上で下校させる。 

（３）学校給食 

「日の出町学校給食センター『学校における学校給食に関する感染症予防マニュアル』

（新型コロナウイルス感染症対策）」（令和２年６月 日の出町教育委員会）に準じる。 

（４）休憩時間 

ア 教室等の窓は開放し、十分な換気を行う。 

イ 特別教室やグラウンド等での活動後、また、トイレ使用後などに、手洗いを徹底す

る。 

（５）部活動 

ア 対外試合、合同練習、演奏会等、多数の児童生徒が集まる場への参加については、各

部活動の意義や目的に照らし、その必要性について慎重に判断して学校長が実施・参

加の決定を行う。 

  ※対外試合、合同練習、演奏会等の実施や大会参加をする場合は、必ず生徒・保護者

の同意を得ること。 

イ 更衣室や部屋を使用する際は、定期的に換気するとともに短時間の利用とし、生徒

が密集した状態とならないよう工夫する。 

ウ 生徒の健康・安全の確保のため、教員や部活動指導員等が地域の感染状況や生徒の

体力、健康状況を考慮し、実施内容や方法を工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レベル３地域】 

  上記の活動は、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い」ことから、行わ

ないようにする。（★〇実施不可） 

【レベル２地域】 

  上記の活動は、可能な限り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々

に実施する。（★実施不可 〇実施可） 

  児童生徒の「接触」「密集」「近距離での活動」「向かい合っての発声」について、

可能なものは避け、一定の距離を保ち、同じ方向を向くようにし、回数や時間を絞

るなどして実施する。 

【レベル１地域】 

  上記の「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」については、

可能な限り感染症対策を行った上で実施する。（★〇実施可） 

【レベル３地域】 

  可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながら、なるべく個人での活動

とし、少人数で実施する場合は十分な距離を空けて活動する。密集する運動や近距

離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声したりする活

動は行わない。 

【レベル２地域】 

  可能な限り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々に実施する。 

【レベル１地域】 

  可能な限り感染症対策を行った上で通常の活動を行う。 
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（６）宿泊を伴う行事 

宿泊行事の実施について、日の出町及び訪問先の感染状況等に基づき指導室と協議

して学校長が判断する。実施する場合は３密を避けるなど、感染症予防策を講じた上で

保護者の同意を得て実施する。 

＜実施判断の観点（例）＞ 

・ ３密を避ける形で実施できるか。（移動、食事等の工夫） 

・ 他県の繁華街等、不特定多数の人との接触を避けることができるか。 

・ 宿泊時、児童生徒から新型コロナウイルス感染症を疑う症状（高い発熱等）が見ら

れた場合、他の児童生徒の感染予防ができるか、医療施設の受け入れは可能か。等 

（７）ワゴン車について 

ア 運送契約に基づき、通常どおりの運行とする。 

イ 毎朝の児童の検温を必ず行い、「健康観察表」への記入を徹底するよう保護者に依頼

すること。 

ウ 発熱等の風邪の症状がみられるときは、自宅で休養し、ワゴン車等に乗車することの

ないよう、保護者への指導を徹底すること。 

エ ワゴン車乗車中は、十分な換気を行うとともに、車内室温にも留意すること。 

オ 運転手の健康管理については、指導・学務係が別に定める。 

（８）熱中症予防 

マスクを着用したままでの運動、遊び等における児童生徒の熱中症に十分留意する。 

 

３  感染者、濃厚接触者に対する偏見や差別への対処 

  感染者、濃厚接触者とその家族、この感染者の対策や治療にあたる医療従事者とその家

族に対する偏見や差別につながるような行為は断じて許されないものであり、新型コロナ

ウイルス感染症に関する適切な知識を基に、このような偏見や差別が生じないように、発

達段階に応じた指導を確実に行う。 

 

４  教職員の健康管理 

（１）教職員等は、児童生徒と接することから、手洗い、咳エチケットの励行や健康管理等

の感染症対策を一層徹底すること。 

（２）校長は、教職員等に毎朝自宅で検温を行わせ、適切な健康管理に努めるとともに、健

康状態に不安がある教職員等には無理な出勤を避けるように積極的に促し、発熱等の風

邪の症状がみられるときは自宅で休養させるなど、適切な措置を確実に講じること。（教

職員等における「健康チェック表」を活用した健康管理は継続すること。最終記載日か

ら２週間学校保管すること。） 

（３）登校後に発熱等体調が悪くなった場合は、すぐに管理職に報告し帰宅することとし、

公共交通機関を使う場合は、マスク等を装着し、できる限り人と近距離で接触しないよ

う注意すること。 

（４）教員が感染者又は濃厚接触者となった場合を想定した学校運営体制について、検討し

ておくこと。 

（５）勤務時間外においても３密を避けること。家族、同居者等も同様に認識していただく

とともに、「新しい生活様式」を参考とした生活の工夫を行うこと。 
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Ⅱ 臨時休業編 

１  感染者を把握した場合 

（１）児童生徒の場合 

ア 校長は、当該児童生徒について、治癒する（医療機関又は保健所の判断に基づく）ま

での間、出席停止とする。 

イ 校長は、日の出町教育委員会指導室に報告し、西多摩保健所（0428-22-6141）への

連絡の上、保健所からの助言に基づき対応する。 

ウ 保健所は、当該児童生徒の通う学校に対する積極的疫学調査により、濃厚接触者を

特定し、その者に対して健康観察を行う。 

【対応の流れ（例）】 

 

 

 

 

                                       ○当該児童生徒のみ出席停止 

                                       ○学級閉鎖、学年閉鎖 

                                       ○臨時休業       等 

 

 ※保健所業務が逼迫している状況においては、学校が濃厚接触者等候補者の調査を行

う。【令和４年２月２日付事務連絡参照】 

 

 

 

 

 

 

 

エ 学校は、プライバシーに配慮し、保護者に対して文書あるいはメール配信等で感染

症対応について周知する。感染の拡大を防ぐため、保護者会等は開催しない。 

 ※プライバシーに配慮し、学年、クラス等は公表しない。また、町からは学校名等も公

表しない。（町内における感染者の発生人数・年代のみ公表）当該校で感染者が発生

した旨を周知することについて、当該保護者から了承を得ること。 

（２）教職員の場合 

校長は当該教職員については、治癒するまでの間休ませる。（事故欠勤、病気休暇等） 

なお、以降の対応については、「１（１）児童生徒の場合」のイからエまでと同様の取扱

いとする。 

感染者 措置 期間 

児童生徒 出席停止 治癒するまで 

（医療機関又は保健所の

判断に基づく。） 

教職員 事故欠勤、病気休暇等 

それ以外の学校関係者 校内への立ち入り禁止 

 

＜学校＞ 

・感染者の把握 

・指導室、保健所への連絡 

＜保健所＞ 

・感染経路、濃厚接触者の特定 

・校内の消毒等の指示 

＜学校＞ 

・保健所、町教委との 

協議に基づく対応 

【学級閉鎖を検討する基準】 

〇家庭内感染ではない児童・生徒等の感染が複数名判明した場合 

〇家庭内感染ではない児童・生徒等の感染が１名であっても、周囲に未受

診の風邪等の症状を有する者が複数いる場合 

〇１名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合 
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（３）その他 

臨時休業、学年閉鎖、学級閉鎖、児童生徒における長期にわたる出席停止となった場

合に備え、児童生徒が家庭で学習が進められるよう、事前に問題集やプリント類等の教

材の準備を行うとともに、可能な範囲で ICT 端末を活用する。 

 

２  濃厚接触者を把握した場合（同居家族が感染者となった場合など） 

（１）児童生徒の場合 

ア 校長は、児童生徒の同居の家族の中に感染者がいるなど、当該児童生徒が濃厚接触

者である旨を把握した場合には、速やかに学校に知らせるよう、事前に保護者に依頼

しておく。 

イ 校長は、日の出町教育委員会指導室に報告する。 

ウ 原則として、濃厚接触者に関する情報提供は行わない。情報管理に留意すること。 

（２）教職員の場合 

校長は、教職員が同居する家族の中に発症した者がいるなど、当該教職員が濃厚接触

者である旨を把握した場合には、医療機関等が指示する期間に基づき当該教職員を休ま

せる。 

（事故欠勤、自宅勤務等） 

なお、以降の対応については、「２（１）児童生徒の場合」イからウまでの同様の取

扱いとする。 

感染の疑いがある者 措置 期間 

児童生徒 出席停止 治癒するまで 

（医療機関又は保健所の

判断に基づく。） 

教職員 事故欠勤、自宅勤務等 

それ以外の学校関係者 校内への立ち入り禁止 

 

３  児童生徒における欠席等の判断・対応について（まとめ） 

 地域の感染レベルにおける対応 

事  例 レベル１ レベル２ レベル３ 

風邪等の症状（同居家族）※１ 家庭判断 欠席の依頼 欠席の依頼 

風邪等の症状（児童生徒） 欠席の依頼※２ 欠席の依頼 欠席の依頼 

濃厚接触者（同居家族） 

検査等（同居家族） 
家庭判断 家庭判断 家庭判断 

濃厚接触者（児童生徒） 

感染（同居家族） 
出席停止 出席停止 出席停止 

感染（児童生徒） 出席停止 出席停止 出席停止 

 ※１…「風邪等の症状」→発熱等 P.8 「１（１）―イ」参照 

 ※２…感染症対策における児童生徒の欠席について保護者の理解・協力を得ること。学校

長の判断で「感染症予防措置」として出席停止扱いにすることができる。 

 

 


